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会社法 と中小会社一 ビジネス実務 へ の影響

斉 藤 誠

1は じめ に一会社法の論点

斉藤です。税理士 をや ってお りま して、 中小法人 を中心 に経 営指 導 を行 ってお り

ます。私 の方 は、照屋先生 のお話 の後 を引き継 ぐ形 で、2006年5.月 以降施 行 され る

会社法 について 、中小法人 を主体 として考 えていきたい と思います。

時間の関係 もあ ります ので別紙 で 「実践 に役立つ新会社法 の論 点」、参 照 として

浜 田道代 監修 『Q&A図 解 とイ ラス トで解 る中小企 業経 営者 のた めの 「新 会社法 」

入門』(名 古屋 商工会議所)に 基づいてお話 を させ て頂 きたい と思います。

会社法が今年 の4月26日 に成立 しま した。施行 が来年 の恐 らく5月 ごろになるだ ろ

うといわれ てお ります が、その間、 とくに中小法人 といい ま して も、 自分 が直接か

かわってい る多 くの中小会社 につ いて、それ も適用 の実際や会社経 営へ の影響 につ

いて考 えたい と思います。

2有 限会社の特徴と改正

お手元 の 『新 会社 法入 門』 の有限会社 の項 を見ていただきたい のですが、まず 、

有限会社 は有限会社 法その ものが、昭和 の初期 に作 られ ま して、 旧商法が改正 され

て会社法 の中に組み込まれ ま した。 この有 限会社 については、 まず既存の有 限会社

をどうす るか とい う問題 があ ります。

有限会社 とい う会社 の形態 は、会社法適用の2006年Xデ ィ後 は新 たに設 立で きま

せ ん。それ か らXデ ィ前 にあ る会社 は、株式会社への変更登記 がな され ない限 りそ

のまま存続 します が、以後は これ を特例有 限会社 と称す ることにな ります。

有 限会社 には3大 メ リッ トがあ ります。 も し、有 限会社 の方が有利 と思 えば、現
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在の株式会社 を組織 変更 して有 限会社 に して もいいのではないか と思います。 おそ

らく来年5月 以降、有 限会社 は特例有限会社 として残 るわけです が、株 式会社 に変

更す るには、商号の変更、そ して当然 なが ら定款 の変更、その内容 を放棄す るだけ

でそのまま株式会社 にな ります。Xデ ィまで に有限会社 で残 すか どうか を選択すれ

ばよいわけです。

ここで、 この有限会社 は どうい うメ リッ トがあるのか とい うこ とですが、これ は

今 まで通 りに、決算広告の義務 な し、取締役 の任 期制 限な し、大会社で も会計監査

義務 な し、 とい う3つ の大 きな メ リッ トが認 め られ ます。決算広告義務がない とい

うことですが、今で も大半の 中小株 式会社 を見 ま して も、法務局 に決算書を報告 し

ている会社 はほ とん どない よ うです。

なぜそ うなってい るのか とい うと、単 にそれ が努力を使 うとい うだけではな くて、

競合他社 、下請 け会社 の親 会社 な どに対 して見せ た くない とい うことです。そ うい

うことを今後 とも行い たいのであれば、有 限会社 で残す とい うことにな ります。 こ

れ が有限会社 の存続 の問題 です。有限会社 は非常 に使 い勝手がいい ものです か ら、

この有限会社組織 を選択す る会社 はかな り多 いのではない と思 います。 この有限会

社 のメ リッ トを享受す るた めに、今まで通 りに特例有 限会社 として存続す るとい う

こ とにな ります。

3施 行 日前後でやるべき手続

次 に、施行 日まで に何 をすべ きかに関す る ことです。 この よ うなメ リッ トを考え

て、基本 的に有 限会社 でいた方 がいい とか、また新会祉法が施行 された後 には有 限

会社 を作れ ませ んので、新規 に、年 内あ るい は来年の4月 くらいまでに有限会社 を

作 った方がいい と判断 され る場合 は、早 めに有限会社 の新規設立の準備 に入 るこ と

が必要 にな ります。

さらに、施行 日後 にす るこ とです が、Xデ ィを境 に して会社 の形態で大きな変化

があ ります。複雑 とい うこ とではないのです が、現在 の商法や有 限会社法で認 め ら

れ る既存 の会社組 織か ら、新会社法にお ける新 しい会社形態の体 系に変化す るこ と

にな ります。

会社の新 しい形態が どの よ うになるのか とい うことですが、Xデ ィの後 は会社 法

の適用に よ り、株 式会社の組織変更、有限会社の設立 、あるいは合名会社お よび合

資会社 の設立 、そ して、 も う1つ、今年 の8月 に成 立 し施行 され た有 限責任事業組合
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(LLP)、 これ は持分会社 とは若 干違 い ます。 これ は組合 にな ります が、後 ほ ど詳

しくお話 します。

会社法適 用Xデ ィ後の会社 の範 囲ですが、大き く株式会社 と持分会社 に分かれ ま

す。そ して、持分会社 には合 資会社 、合名 会社 お よび合 同会社の3っ の形 態が認 め

られ ます。 また、いわゆる特例有 限会社 として会社法 の元 で存続 す る有限会社 は、

Xデ ィ以後制度上 は株式会社 に含 まれ ることにな ります。

4株 式会社の機関

有限会社 と並 びま して、 中小企業 につ きま しては、取締役会に よる株式 譲渡制 限

ができます ので、 この株式譲渡制 限会社 が一般 的な傾 向になるか と思 います。 これ

の運営の しかたの問題が あ ります。 これは先 ほ どの照屋先生のお話 しに も出ま した

が、取締役会 、 これ は中小会社 で通常機能 してい る取締役会の ことです。例 えば、

ご主人が社長 で、取締役が息子 さん、奥 さんが監査役 な どの よ うな会社 が中小法人

には多いのです が、 こ うい う会社 の場合 は、今後取締役会 を置かな くて もいい こ と

になってお ります。

取締役会 を置 かなか った場合 には経営の最高意思決定 は どうな るか とい うと、 こ

の場合 には全 てが株 主総会 で決 める とい うこ とにな ります。取締役1人 が全 ての業

務 の執行責任 と義務 を負 うこ とにな ります。逆 に取締役会 を置いた場合 は ど うなる

か とい うと、 この場合 は、取締役会 を3ヶ 月 に1回 開催 し、継続 的に正規 の議事録 を

っ くらなければな りません。 あるいは取締役会 、監査役 もしくは委員会 を置 かなけ

ればな りませ ん。 この よ うな機 関設置の問題 が出てきます。

取締役会 の設 置が任意 であるか ら、それでは何 で も説 明 しな くて もいいのか。 も

し、株 主の中に外部の方 が入 ってい るな らば、例 えば、その持 ち株 が少数株 であっ

て も、いわゆる議 案の提案権 とい うものが 出てきます。 そ うします と、通 常取締役

でやるよ うな内容 が、株主総会 の中に持 ち込 まれて決定す るとい うことにな ります。

株主総会 は最終決定機 関のよ うな ものですか ら、そ こで議論す るこ とにな ります

と、せ っか くの一人取締役会社で もあま り機 能 しな くな くなる可能性 があ ります。

会社 はもともと社団で あることが基本 的で、人、 もの、金 を集 めて事業 をや るもの

ですか ら、必ず しもいい ことばか りとい うことにはな らない とい うこ とです。

それ か ら、取締役、監査役 の必要人数 です けれ ども、先 ほ ど申し上 げま した よ う

に、取締役 は一人、監査役 はいな くて もいい とい うこ とになってい ます。現在 いる
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3人 の取締役や監査役 を解任す るこ とには、 もちろん慎重 に対応す るこ とが必要 で

あ ります。 また、定款 に取締役は株主 に限定 します と定 めるこ ともで きます。従来

は色 々 と制約 があったけれ ども、 こ うい う形に変更 されま した。

人数 の場合です が、無報酬の取締役や監査役 がい る場合 は、無理 に減 らす必要 が

ないで しょ う。 しか し、主 に非常勤が多い で しょうか ら、仕 事に応 じた最低限の報

酬 を支払 うな どに よ り、事実上の変化はな いもの と思ねれ ます。役員 を減 らす とい

うことは、減 らす以上 は、当然登記の変更 も しなければな りませ ん。

今 までの頭数合 わせの ために従業員 を取締役 に して きた場合 な どは、当人の志気

に も影響 します ので、注意 して役付 けを しなけれ ばな りませ ん。残 りの任期 のある

役員 はXデ ィ後 も、その残任 期間が満 了す るまでに解任す る と、損害賠償請求が な

され る可能性 があ ります。

次 に、役員 の任期の問題 が ります。現行 の商法では、原則 と して、取締役 は2年 、

監査役 は4年 とな って います。 定款 を変更 します と、10年 まで任 期 を伸長す るこ と

がで きます。 しか しなが ら、その10年 の管理 を しっか りしない と、 もし何 も しない

で12年 放置 してお くと、 「みな し解散」 とい う法務 大臣の職 権で手続 をとられ る可

能性が あ ります。

また、無能 な役員 を長期 間抱 えて しま う危険性 もあ ります。10年 とい う期 間 とし

た場合、社長 と話が合 わ ないケースで社長職 をやめて もら う場合は、先ほ どお話 し

ま した よ うに、任期の満 了以前 にや め させ られ た取締役 が当然損害賠償を請求す る

こ とができます。 こ うい う点 も考慮 した上で、任期 を定 める ことが必要 と思い ます。

ですか ら、取締役 の任期 を定款変 更に よって10年 伸張す る ことができるとい う制

度は、確 かに便利 でお得 です が、10年 とします と 「忘れて しまいそ う」 とい うのが

実感 です。10年 目には変更 がな くて も登記 しな けれ ばな りません。 その手続 を忘れ

る と12年 目に法務 大 臣の職権 によ り、 「み な し解 散」 され て新 しく会社 を設 立 しな

けれ ばな らな くな ります。十分な注意が求 め られ ます。

5株 式会社の設立

株 式会社 の設 立です が、新規で株 式会社 を設立す る場合 、会社法で は1円 で会社

を設 立す るこ とができる よ うにな りま した。 しか し、会社 です か ら今 までのよ うに

会社設立の手続 にかか わる費用 はかか ります。

そ の費用には ど うい うものがあるか といいます と、まず定款 の認証費用 が必要で
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す。 これ は公証人 にお願 いす ると、概 ね4万 円ほ どかか ります。 そ して印紙税 が4万

円ほ どかか ります。 さらに登録免許税 、 これ は株式会社の登録 手続 には最低が15万

円です。 これだけでも最低23万 円がかか ります。そ して、 これ を司法書士 、税理士

な どに依頼 します と、一定の費用がかか ります。 この よ うに決 して1円 では会社 を

設立す るこ とができないのです。会社法上 の最低資本金の廃止 は、資本金 の金額、

す なわ ち最初 の 目印での資本金 が1円 で もいい とい うことを意味 します。

従来、債権者保護 の見地 か ら必要 とされ た株式会社の設 立時の保管証 明書は、特

に求 め られ てお りませ ん。保管証明書な しですみ ます。 ただ、現実 に会社 を運営 し

てい く場合 は1円 で は会社 は運営 できません。後 で増 資 を します と、株 式会社 の場

合 はまた15万 円 とその他 の費用 がかか ります。 この間、特別法 に よる経済特区では

実験的 に1円 会社 で もいい とい うことにな り、随分株式会社 が増 えま したけれ ども、

本来 な ら有限会社 は300万 円、株 式会社 は1,000万 円を最初か ら集 めな けれ ばな らな

かったのです。

幸い に今度 は商法が会社法 に吸収 され て、新会社 法ではそ うい う特例会社 が作 ら

れ るこ とにな ります。 特例有 限会社 の場合、有限会社 として残 る場合 は、基本 的に

300万 円の資本金 が要 ります。 そ の辺の判断 を して頂 きたい と思います 。 これ が最

低資本金制度 の改正の内容 です。

それ か らも う1つ、会社 の 目的 と社名 についてです が、新会社 法施行 以降 も、 同

じ住所で同 じ社名 は当然の ことなが ら駄 目です。 そ して、今 までの よ うに会社設 立

の時に 自動 的に取締 りを して くれ な くなってい ますので、仮 に有名 な会社名 が どこ

か他で使 われ ることにな ります と、会社 自体大損害ですか ら、今度 はその よ うな社

名 を使用 して もいいのか どうか、訴訟の問題 が出て きます。従 いま して、新会社法

の施行後 には社名や 目的 を変 えることもいいかも しれませ ん。必ず しもこれはいい

ことだけではないですので、それ な りに注意 が必要 とな ります し、責任 を伴 うこ と

が知 られ なければな りませ ん。

6決 算書の作成と公開

ここで、決算書類の作成 と公開の問題 に移 りたい と思います。 従来 中小会社 は、

有 限会社 も同様です けれ ども、株 式会社で公 開 され ている決算書類 とい うものは実

際上 あま りみ られませ ん。税理士の仕事 を長年や っていて、多 くの 中小法人 の経理

を見て きていますが、決算書類 を公 開 してい る企 業を殆 ど見た こ とがあ りません。
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本来 は公 開 しなけれ ばな らないのですが、 中小会社 にあっては決算書類 を殆 ど公

開 してきませんで した。 しか し、今度 はい ろん な規制が緩和 され てい ます ので、そ

れ を担保す るためには決算 書類 を中心 に してその会社 を判 断す る、 とい うことが強

く求 め られます。

従 って、その決算書類 を公 開 しない とす る選 択は、新会社法 の論理か らすれ ば認

め られ ない こ とにな ります。 法的なベナル テ ィーが課せ られ 、制度上の取締強化 が

発動す るこ とにな りかねませ ん。 これは現 実的 にまだ どうなるかは解 りません。法

務省 もこの勧告案 について言及 を してお ります。

も う1つ は決算書 を公 開す ることによ り、 自社 の経営成績 がいい とい うことが明

らか に され ます ので、会社 の信用 も高ま るこ とのメ リッ トも期待で きます。その点

か らも決算 書を公 開す る可能性 も高い とい えます。そ うします と、 自社 だけが公 開

しないで、周 りの多 くの他社 が公開 しています と、 自社 だけの信用が低下す る可能

性 もあ ります。会社の決算書公 開に向けた事業 の流れ も、この よ うな方 向にい くの

ではないか と思い ます。

そ して、決算書公開の方法 です けれ ども、従来 は官報 と日刊新聞が 中心で した。

今度はイ ンターネ ッ ト時代 とい うこ とでホー ムペー ジでの開示 も認 め られ ることに

な りま した。 自社 のホー ムペ ージを立ち上げ る費用 は第3者 に頼 んで も4～5万 円で

できるので、非常 に安 い とい えます。 もちろん、このホームペ ー ジを使 って会社決

算以外 の企業情報 を掲載 し、IR活 動 に積極 的 に取 り組む こ ともできます。

なお、 このホームペ ージを使 って公開す る場合 は、決算書類 の全文掲載が必要 と

な ります。従来は 日刊新聞や官報では確 かに貸借対照表だけで よかったのですが、

HP上 はそ の他 の決算書類の開示 も求 め られ ます。従来は、多 くの会社 が損益計算

書 も含 めた多 くの決算書情報 を 日刊紙等に掲載 します と、官報 と 日刊新 聞 も掲載情

報 の多 さでパニ ックになるこ とが予想 され ます ので、 とて も掲載 できない とい う状

態 にな り、基本 的に貸借対 照表 だけで よかろ うとなった よ うに思い ます。 まだ、 こ

れ は省令 が出てきませんので何 ともい えませ んが、一応 ホー ムペー ジを使 って決算

書類 の公 開が可能 とな った とい うこ とです。

7会 社計算規定と中小会社会計指針

も う1つは、決算 書の公 開 とかかわ りま して 、公開 され る決 算書類 の信頼性 が確

保 され なけれ ばな らない とい うことです。 これは決算書類 の公 開、 とくに金融機 関
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に信頼 され る決算書 とは どうあるべ きか とい うものです。公 開が常識 とされ る可能

性が あ ります。 ただ、決 算書類 の信 用性 を担保す るためには、会計参与 による報告

書 を添付 しなけれ ばな りませ ん。 ここで会計参与 とい う制度 がでてきます。

そ して、 も う1つ、決算書 の作成 に 当た っては、 「一般 に公 正妥当 と認 め られ る企

業会計 の慣行 に従 う」 もの とされ ています。 株式会社 は、 「適切 で正確 な」会 計帳

簿 を作成 しなけれ ばな らない とい うことです が、 これ を ど うい う基準 に よって作成

しなけれ ばな らないのかが明確 に されていなけれ ばな りませ ん。 中小会社 が依拠す

べ き この会 計基 準 を示 した ものが、 「中小企 業の会計 に関す る指針」 です。 この 中

小企業会計指針 は、今年の8月 に公表 され ています。

まず 、会計参与 とは何かです が、先 ほ ど機 関設計 の ところで監査役 の代 わ りに会

計参与 を設置す ることもで きるといいま したが、それで は会計参与 とい うものは何

か とい うことです。会計参与は、基本的 には会社 の一機 関で、取締役 と同様 の役員

と しての性格 を もっています。会計参与の資格 です が、 これ は公認会計士お よび監

査法人、税理 士お よび税 理士法人 に限定 され てい ます。会社 法では、誰で もこの職

務 を担 える とは考 えていないわけです。

このよ うに、会社法 で新設 され た会計参与 は、取締役 と協力 して決算書 を作成 し、

それ を会計事務所等 に備 置 します。それに よって決算書 に対す る金融機 関や取引先

か らの信頼が高ま ることにな ります。 これ が会計参与制度 の創設 の趣 旨です。 会計

参与 は、会社の内部機 関 として設置 され るもので、公認会計士 ・税理士等 の会計専

門家 が会社 の役員 として、決算書等 を取締役 と共 同で作成す る制度 です。制度導入

の 目的は、中小企 業の決算書 の信頼性 の向上 を図 るためにある と言 えます。

会計参与の設置は任意 です が、 この会計参与 を設 置す るためには、定款 に会計参

与 を設置す る旨を定 め、会計参与の氏名 を登記す る必要 があ ります。会計参与 の役

割です が、会計参与が取締役 と共同で中小企業の決 算書類等 を作成す る際には、 日

本商工会議所 、 日本公認会計 士協会、 日本税理士連 合会 お よび企業会計基 準委員会

の4団 体 が作成 した 「中小企業 の会計 に関す る指針 」 に基 づ くこ とが予定 されてお

ります。

この会計参与は取締役 と同 じよ うに、取締役会 に出席 して意 見を述べ、株 主総会

での説 明義務 もあ ります。それか ら、会計参与 は、会計参与 を設置す る と定款 に定

め、登記 した場所 に決算書類等 を5年 間備 置 し、株 主お よび債権者 か らの請求 があ

れば決算書 類の閲覧、交付 に応 じることとされ ています。会計参与 が不正な会計行

為 に関与 した場合 には、当然法的責任が問われ ることにな ります。
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会 計参与 の資格は、前述の とお り公認会計 士、税理士お よび これ らの法人でなけ

れ ばな りませ んが、任期 は取締役 と同 じ原則2年 です。 しか しなが ら、株 式譲渡制

限会社 においては定款 に定 めて10年 まで伸長す ることが きます。報酬 は取締役 の報

酬 と同様 に定款 にその額 を定 めるか、株 主総会 での議決に よって決定 され ます。

会計参与 を置 くメ リッ トです が、決算・書の信頼性 の向上による中小企 業金融の円

滑化 とい うこ とが最大 のものです。それか ら、会計参与を設置すれ ば監査役の設置

は不要 です。 私 も会社 の監査役 をや ってお ります が、今後監査役 と会計参与の どち

らを選ぶか とな ります と、税理 士の私の立場 か らは、監査役の方 が あ りがたい と思

います。 会計参 与 と して決算書 が問題 になった場合、共同で作成 した会計参与にも

損害賠償 を請 求す ることができます。会計参与 の責任 が重いた め、制度 の発展 のた

めには報酬の問題 も大 きい と思 います。

8会 社制度の改革と持分会社

今 回の会社法 では、株式会社お よび特例有限会社 と並んで、持分 会社 とい う制度

がで きま した。 この持分会社 とい うものは、先 ほ ども触れま したが、合名会社、合

資会社、それ か ら合 同会社 を総称 して持分会社 といいます。合名会社 は従来 は全社

員が無限責任 で、また、合資会社 は無 限責任社員 と有限責任社員 か ら構成 されてい

ま した。今度 は有限責任社員 にな ることがで きます。

私 もある合資会社 の仕事 をや ってお ります が、そ この社長がいつ も言ってい るの

は、何 とか して この無限責任 を何 とかはず して もらいたい とい うこ とで した。 これ

は非常にプ レッシャーにな りますね。ただ、普通会社 の取締役 も第三者 に対 しては、

事 実上無限責任 を負 うとい うことにな ります。

新会社法で規定 している会祉 は、株式会社、持分会社 として合 同会社、合名会社、

合 資会社、 この4つ です。持分会社 につ いては、合 同会社、合名会社 、合 資会社の

変 更については、会社 の種類 の変更 とい うこ とで、社名の変更な ど登記 を変更すれ

ば、相互間の変更がで きます。それか ら、従来 はできなかった合名会社や合資会社

か ら株 式会社への変更は、この合 同会社 を通 じて組織変更は可能 とな ります。今 ま

では合 資会社か ら株 式会社 を設 立す るた めには新会社 を作 るとい うことにな りま し

たが、今後 は大 きくその方法が変わ るこ とにな ります。

合名会社お よび合資会社 が どう変 わるのか とい うことですが、業務執行 を担 当す

る社員 につ きま しては、有限責任社員 と無 限責任 社員に分 け られ ます。無限責任社
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員 は従来の無限責任社員 と同様 です。有限責任社員 に対 しては、出資の範 囲で責任

を負 う、 とい うことで、悪意または重過失で第 三者 に損害 を与 えた場合 は、損害賠

償責任 を負 うとい うことにな ります。

次に合同会社 です。合同会社 とい うのは、有限責任社員 だけの新 しい会社類型で、

社員 については登記不要です。株式会社 とは異 な り、定款で組織 や利益 の配 当を 自

由に設計できます。決算の公 開 も必要 あ りませ ん。信用や労務 の出資 は認 め られ ま

せ ん。合名会社 や合資会社 か ら合 同会社 へ会社 の種類 の変更ができます。 こ うい う

形 にすれば、全社員が有限責任社員 とな るとい うことです。

9会 社の買収 と防衛

時間 も迫 って きま したので、最後 に大会社 の場合、敵対的買収 の防衛 が問題 です

が、中小会 におい て も問題 とな ります。会社防衛 策 として、嫌 な相続人 に株 が渡 ら

ない よ うにす るこ とがで きます。排 除 したい相続 人等か ら、会社 が相続持株 を会社

が強制的に取得 で きるよ うに、定款 で定めてお くこ とが可能 とな りま した。 これ は

新会社法の施行 後 に定款 の変更 によって制度的 に実現 され ます。

相続人等 に対す る 自社 の株式売渡 しの請求 に関す る定款 の定 めを作 ってお きます

と、株主総会の特別議 決に よ り売渡 し請求 をす る株 式の数 と、そ の株 式 を保有す る

者 の氏名 または名 称 を決定致 します。 この手続 によ り、相続人等 に対す る株 式の売

渡 し請求を行 うこ とができます。 ただ し、価格面での折 り合いがつかない場合 には、

裁判所 への申 し立てに よ り解決 します。 相続等 が あった ことを知 った 日か ら1年 を

経過 した後 は、会社 は売渡 しの請求がで きませ ん。一方、会社 はいつで も売渡 しの

請求 を撤回できます。 なお、会社 が買い取 る場合 、剰余金の額 を超 える 自社株 式の

買い取 りで きませ ん。

相続人か ら従業員 に株 が渡った場合 に、額面 で渡 した とか、あるい は額面で買い

取 った とか とい う場合 、 とくに長年 の恩 もあったので、会社が買い取った場合 です。

この場合 には、いわゆ る税制上の問題が発生 します。決算書上の純資産額 を発行 済

株式数 で割 った場合 の価額(簿 価)と 税制上の価格 が合 わない場合 です と、売買価

格(通 常 は時価 です けれ ども)、 そ の差額がいわ ゆる定額譲渡 とい うこ とで課税 を

受 ける価格 とな る可能性 が十分にあ ります。 です か ら慎重 に考 えなけれ ばな りませ

ん。

それ か ら、売渡 し請求 の執行 の問題です。 これ は売渡 し請求か ら20日 以 内に、売
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買価格 の協議が整 わず、かつ、裁判所 への売買価格決定 の申 し立て もない場合 は、

売渡 し請求 はその効 力 を失 います。新会社法への賢い対応 策 としては、事実上株 主

の相続譲渡承認 が必 要 となった ことと同 じ効果 を もた ら します。株式譲渡制限会社

は、会社法 の施行後 、速や かに株 主総会 の特別決議で定款 を変更 し、相続お よび事

業継承対策 の準備 を されるこ とを勧 めます。

10お わ りに一黄金株の発行

中小企業 を中心に考 えてきま したので、最後 に黄金株 とい うものがあ ります。 こ

れ は、株式会社 は必 要 に応 じて複数 の種類の株式 を発行す ることができます。 この

種 類株式 の中に、配 当を優先的に多 くもらえる とか、議決権を多 く与え るとか、株

主総会 の議題拒否権 とか、特別 の条件 を付 した異 なった株 式発行す ることを定款 の

中に定 めるこ とがで きます。 ただ し、上場会社 について これを適用す ることが事実

上困難で ある とい うことですので、あ くまで も譲渡制限会社 において相続な どの場

合 に使 える とい うこ とです。 これ らもまだ税制上 の措置 が とられていません。従 っ

て、 このよ うな黄金株 の発行が認 め られ る と、敵対的買収 に対す る有効 な会社防衛

がで きるとい うことにな ります。

以上、若 干長 くな りま したが、実践的 な面で、 とくに中小企業の観 点か ら新会社

法 についてお話 を させ て頂 きま した。 ご清聴 を感 謝いた します。
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〈添付資料〉

斎藤 誠氏の基調講演 にお け る報告 レジュメ を示せ ば、次 の とお りで ある。実際

の講演で は、 この レジュメに即 しなが らも時間の制約 に よ り上記載録 の内容 となっ

た。

**

1は じめに

① 中小会社経営の健全性

② 中小会社経営の弾力性

2会 社経営の健全性確保

(1)会 計参与制度の新設

① 会計参与の設置 i

i

…皿

i

i

血

・N

V

i

h

…皿

*

② 会計参与の職務

③ 会計参与の責任

② 株主代表訴訟の制限規定

① 原告適格の制限 i

血

…m

② 不提訴理 由書に よる通知一i

11

血

③ 株式交換等による原告適格

会計参与の資格要件

会計参与の兼任禁止

会計参与の選任 ・報酬等

計算書類の共同作成

株主総会での説明義務

計算書類の保存

計算書類の開示

その他計算書類作成権限

会計参与の責任範囲

会社 ・第三者への損害賠償責任

株主代表訴訟の対象

提起前6ヶ 月継続 の株式保有株主

不正利 益 ・会社被害 の 目的制 限

訴訟 による費用負担等 の予測制 限

訴訟請求 に対す る対応期間

不提訴 の場合 の理 由書通知義務

取締役以外の提 訴請 求の場合 の通

知

i株 式交換の場合 の原告適格

..
ll株 式移転 の場合 の原告適格
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..
111吸 収 合 併 の場 合 の原 告 適格

3会 社 計算 関係 の合理化

(1)会 計規定の変 更

① 会計原則への準拠i

ll

血

② 資本 の部 の計数変動i

ll

皿

③ 計算書類 の作成i

ll

血

(2)剰 余金分配 の範囲

① 分配 可能額の計算方法一1

11

111

② 剰余金の分配手続

③ 剰余金分配と取締役責任

4敵 対的買収への防衛策強化

(1)強 制転換条項付株式の強制転換

① 強制転換の条件

i

i

…皿

i

一皿

…皿
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血

i

…皿

述

i

「公正ナル会計慣行」の掛酌規定

公正妥当な会計慣行への準拠規定

「会社法施行規則」での会計規定

資本金の減少手続

準備金の積立と取崩

中小会社会計指針の公表

新会社法の計算書類体系

株主資本等変動計算書の作成

決算公告の義務

分配可能額の計算

純資産額による株主分配制限

分配可能額への期間損益iの反映

総会決議による剰余金の分配

現物配当の場合の総会特別決議

自己株式有償取得の場合の決議

分配可能額超過分配の取締役責任

取締役責任の減免

期末の填補責任

② 自己株式の移転

③ 新株予約権の消滅

定款 の定めに よる転換

議決権 比率 の強制的低 下

「ポイズン ビル」(毒 薬条項)

転換後株式 の発行

自己株式 の移転

転換予約権 付株 式の転換

ス トック ・オプ シ ョン利用 の議決

権比率
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② 拒否権付種類株式の発行

① 種類株主総会での可決要件
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ll株 式 買収20%以 上の場合 の株式転

換

ii株 式買収20%以 上 の場合 の強制消

滅

② 譲渡制限の付いた黄金株

③ 企業統治と会社の過剰防衛
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黄金株の法的効力

議案拒否権付株式の発行

複数議決権付株式の発行

議決権制限株式の発行限度

黄金株利用のケース

内部統制の整備

投資誘発と過剰防衛

企業価値の増大

5お わ りに

① 中小会社経営者の役割

② 会計参与の役割と責任
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